




        〒□□□－□□□□ 

        現住所 

        （電話番号） 

        氏 名             ㊞            」 

 第 六 号 様 式 を 第 七 号 様 式 と す る 。 

第 五 号 様 式 中「三重県立津高等技術学校長 様」 を「三重県立津高等技術学校長 あて」 に 、「保証人氏名」 を

「保護者又は保証人氏名」 に 改 め 、 同 様 式 を 第 六 号 様 式 と す る 。 

 第 四 号 様 式 中「三重県立津高等技術学校長 様」 を「三重県立津高等技術学校長 あて」 に 、「貴校に入校のう

えは、」 を「私は、津高等技術学校の」 に 、

「現住所            

 本 人          ㊞」 を

「本人           

  現住所         

  氏 名         

   

   

 ㊞」

に 、

「現住所            

 保証人          ㊞」 を

「保護者又は保証人        

  現住所            

  氏 名          ㊞」

に 改 め 、 同 様 式 を 第 五 号

様 式 と す る 。 

 第 三 号 様 式 中「短期課程受講希望調査票兼申請書」 を「短期課程受講希望者調査票兼申請書」 に「三重県立津

高等技術学校長 様」 を「三重県立津高等技術学校長 あて」 に 、 

「                       「                      

                      を   生 年 月 日     年  月  日生  に 、 

                      」                         」 

生年月日 
昭和

平成
    年  月  日生  

  

「 住 所 」 を 「 現 住 所 」 に 改 め 、 同 様 式 を 第 四 号 様 式 と す る 。 

 第 二 号 様 式 中「三重県立津高等技術学校長 様」 を「三重県立津高等技術学校長 あて」 に 改 め 、 同 様 式 を 第

三 号 様 式 と す る 。 

 第 一 号 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。 
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第２号様式（第５条関係） 

収  入  証  紙  納  付  書 

申請等の年月日 年   月   日 

使用料等の名称 津高等技術学校 入校選抜手数料 

使用料等の金額 ２，２００円 

 

収入証紙はり付欄 

 

 

現住所 
     

    

    
氏 名 

 

納
入
者 

 

備考 １ 収入証紙は、納入者において消印しないこと。 

    ２ １件ごとに別紙とすること。 

    ３ 収入証紙は、高額証紙を使用し、枚数をなるべく少なくすること。 
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1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

フレスポ鈴鹿Ａゾーン 

鈴鹿市住吉町字谷口 8922 外 10 筆 

2   変更事項 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 

 名称 所在地 

変更前 （仮称）フレスポ鈴鹿Ａゾーン 鈴鹿市住吉町字谷口 8922 外 10 筆 

変更後 フレスポ鈴鹿Ａゾーン 同上 
 

(2)  大規模小売店舗を設置する者及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
 

  氏名又は名称 住所  代表者の氏名

変更前 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 36 号ピップビル 梶本 六夫 

変更後 同上 同上 森田 俊作 
 

3  変更年月日 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

平成 20 年 8 月 8 日 

(2)  大規模小売店舗を設置する者及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成 20 年 4 月 1 日 

4  変更する理由 

(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地 

店舗名称変更のため 

(2)  大規模小売店舗を設置する者及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

取締役社長交代のため 

5  届出の日 

平成 20 年 8 月 15 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 20 年 8 月 29 日から平成 21 年 1 月 5 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 531 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定により大規模小売店舗の変更の届出がな

されたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 大規模小売店舗立地法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに団体にあって

は代表者の氏名 2 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 意見の対象となる周辺の地域の

生活環境の保持のために配慮すべき事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記

載した意見書をこの公告の日から 4 月以内に三重県農水商工部商工振興室に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、大規模小売店舗立地法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

フレスポ鈴鹿Ｂゾーン 

鈴鹿市住吉町字谷口 8946 外 9 筆 

2   変更事項 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 
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 名称 所在地 

変更前 （仮称）フレスポ鈴鹿Ｂゾーン 鈴鹿市住吉町字谷口 8946 外 9 筆 

変更後 フレスポ鈴鹿Ｂゾーン 同上 
 

(2)  大規模小売店舗を設置する者及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
 

  氏名又は名称 住所  代表者の氏名

変更前 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 36 号ピップビル 梶本 六夫 

変更後 同上 同上 森田 俊作 
 

3  変更年月日 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

平成 20 年 8 月 8 日 

(2) 大規模小売店舗を設置する者及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成 20 年 4 月 1 日 

4  変更する理由 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

店舗名称変更のため 

(2) 大規模小売店舗を設置する者及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

取締役社長交代のため 

5  届出の日 

平成 20 年 8 月 15 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 20 年 8 月 29 日から平成 21 年 1 月 5 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 532 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定により大規模小売店舗の変更の届出がな

されたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 大規模小売店舗立地法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに団体にあって

は代表者の氏名 2 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 意見の対象となる周辺の地域の

生活環境の保持のために配慮すべき事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記

載した意見書をこの公告の日から 4 月以内に三重県農水商工部商工振興室に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、大規模小売店舗立地法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

ユーストア赤尾店 

  桑名市赤尾台 7 丁目 1 番地 

2  変更事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

変更前 
 

氏名又は名称 住所  代表者の氏名 

株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 松田邦男 

株式会社インディード 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目 14 番 25 号 山中恭弘 

カネ美食品株式会社 愛知県名古屋市天白区中坪町 90 番地 古田克美 
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有限会社伊徳 愛知県名古屋市港区宝神一丁目 49 番 伊豆田幸久 

フジパンストアー株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目 50 番地 高木和巳 

株式会社水谷健康堂薬局 桑名市大字太夫 134-3 水谷邦彦 

株式会社富士通パーソナルズ 東京都千代田区神田須田町 2 丁目 6 番地 6 長瀬井秀 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕 2 丁目 38 番地 河合宏光 

株式会社マスオカメラ 桑名市馬道 1 丁目 48 番地 2 鈴木英雄 
 

変更後 
 

氏名又は名称 住所  代表者の氏名 

株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 松田邦男 

株式会社インディード 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目 14 番 25 号 山中恭弘 

カネ美食品株式会社 愛知県名古屋市天白区中坪町 90 番地 古田克美 

株式会社水谷健康堂薬局 桑名市大字太夫 134-3 水谷邦彦 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕 2 丁目 38 番地 河合宏光 

株式会社マスオカメラ 桑名市馬道 1 丁目 48 番地 2 鈴木英雄 
 

3  変更年月日 

平成 20 年 8 月 20 日 

4  変更する理由 

小売業者の変更のため 

5  届出の日 

平成 20 年 8 月 20 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 20 年 8 月 29 日から平成 21 年 1 月 5 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 533 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定により大規模小売店舗の変更の届出がな

されたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 大規模小売店舗立地法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに団体にあって

は代表者の氏名 2 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 意見の対象となる周辺の地域の

生活環境の保持のために配慮すべき事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記

載した意見書をこの公告の日から 4 月以内に三重県農水商工部商工振興室に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、大規模小売店舗立地法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

ユーストア星川店 

  桑名市大字星川字十二 835 外 34 筆 

2   変更事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
 

 名称 住所  代表者の氏名 

変更前 株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 花井靖男 

変更後 同上    同上 松田邦男 
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(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

変更前 
 

氏名又は名称 住所  代表者の氏名 

株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 花井靖男 

伊藤 修平 桑名市大字星川字十二 835 伊藤修平 

カネ美食品株式会社 愛知県名古屋市天白区中坪町 90 番地 三輪亮治 

有限会社伊徳 愛知県名古屋市港区宝神一丁目 49 番 伊豆田幸久 

株式会社三崎屋 桑名市大字矢田 98 番地の 36 三崎俊夫 

三井食品工業株式会社 愛知県一宮市三ツ井 1 丁目 10 番 8 号 岩田世起夫 

株式会社レアールパスコベーカリーズ 愛知県名古屋市東区白壁五丁目 3 番地 澁谷雅義 

株式会社水谷健康堂薬局 桑名市大字太夫 134-3 水谷邦彦 

有限会社いずみや化粧品店 桑名市桑栄町 1 番地 大山義寿 

種村 勝三 いなべ市員弁町北金井 1478-1 種村勝三 

株式会社スイートガーデン 京都府久世郡久御山町大字佐山小字双栗37番地の1 山本悟 

株式会社川スミ 桑名市大字星川字十二 842 番地 8 川澄一夫 

寿司御殿 愛知県名古屋市天白区中坪町 90 番地 三輪亮治 

株式会社 55 ステーション 東京都港区赤坂 7 丁目 10 番 20 号 平尾茂一 

株式会社総本家貝新 桑名市大字小貝須 1555 番地 水谷新左衛門 

株式会社桑名百貨店 桑名市三ツ矢橋 20 番地 早川昇志 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕 2 丁目 38 番地 河合宏光 

株式会社たけうち 兵庫県赤穂市加里屋 2164-28 竹内實 

株式会社三洋堂書店 愛知県名古屋市昭和区川名山町一丁目 74 加藤和裕 
 

変更後 
 

氏名又は名称 住所  代表者の氏名 

株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 松田邦男 

伊藤 修平 桑名市大字星川字十二 835 伊藤修平 

カネ美食品株式会社 愛知県名古屋市天白区中坪町 90 番地 古田克美 

有限会社伊徳 愛知県名古屋市港区宝神一丁目 49 番 伊豆田幸久 

株式会社三崎屋 桑名市大字矢田 98 番地の 36 三崎武裕 

三井食品工業株式会社 愛知県一宮市三ツ井 1 丁目 10 番 8 号 岩田孝逸 

有限会社ブレッシェル 愛知県稲沢市西溝口町南郷 8 番地の 1 佐藤真弘 

株式会社水谷健康堂薬局 桑名市大字太夫 134-3 水谷邦彦 

大山 裕子 桑名市大字星川字十二 835 大山裕子 

種村 勝三 いなべ市員弁町北金井 1478-1 種村勝三 

株式会社スイートガーデン 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566 番地 1 小池和則 

株式会社川スミ 桑名市大字大仲新田字新井水下 67 番地 3 川澄一夫 

株式会社総本家貝新 桑名市大字小貝須 1555 番地 水谷新左衛門 

株式会社桑名百貨店 桑名市三ツ矢橋 20 番地 早川昇志 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕 2 丁目 38 番地 河合宏光 

株式会社三洋堂書店 愛知県名古屋市瑞穂区新開町 18 番 22 号 加藤和裕 
 

3  変更年月日 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成 18 年 2 月 21 日 
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(2)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名   

平成 20 年 8 月 20 日 

4  変更する理由 

設置者の代表者変更及び小売業者の変更のため 

5  届出の日 

平成 20 年 8 月 20 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 20 年 8 月 29 日から平成 21 年 1 月 5 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 534 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定により大規模小売店舗の変更の届出がな

されたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 大規模小売店舗立地法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに団体にあって

は代表者の氏名 2 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 意見の対象となる周辺の地域の

生活環境の保持のために配慮すべき事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記

載した意見書をこの公告の日から 4 月以内に三重県農水商工部商工振興室に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、大規模小売店舗立地法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

ユーストア久保田店 

  四日市市久保田 1 丁目 3 番 25 号 外 22 筆 

2   変更事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
 

 名称 住所  代表者の氏名 

変更前 株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 花井靖男 

変更後 同上    同上 松田邦男 
 

(2)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

変更前 
 

氏名又は名称 住所  代表者の氏名 

株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 花井靖男 

株式会社インディード 愛知県名古屋市熱田区大宝一丁目 5 番 6 号 山中恭弘 

カネ美食品株式会社 愛知県名古屋市天白区中坪町 90 番地 三輪亮治 

日本ハム株式会社 大阪府大阪市中央区南本町 3 丁目 6 番 14 号 藤井良清 

株式会社三崎屋 桑名市大字矢田 98 番地の 36 三崎俊夫 

三井食品工業株式会社 愛知県一宮市三ツ井 1 丁目 10 番 8 号 岩田世起夫 

有限会社早川 四日市市久保田 1 丁目 3 番 25 号 早川誠 

株式会社スイートガーデン 京都府久世郡久御山町大字佐山小字双栗37番地の1 山本悟 

谷崎憲司 四日市市山崎町 1128 番地 32 谷崎憲司 

株式会社アイドマ 桑名市星川 853-1 中西孝一 

有限会社タイセー 桑名市大字星川 1031 番地の 9 浅野晃郎 

株式会社ペグ 愛知県名古屋市中村区亀島一丁目 1 番 1 号 渡辺道久 

服部 八郎 四日市市諏訪栄町 1-9 服部八郎 
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変更後 
 

氏名又は名称 住所  代表者の氏名 

株式会社ユーストア 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 松田邦男 

株式会社インディード 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目 14 番 25 号 山中恭弘 

カネ美食品株式会社 愛知県名古屋市天白区中坪町 90 番地 古田克美 

日本ハム株式会社 大阪府大阪市中央区南本町 3 丁目 6 番 14 号 小林浩 

株式会社三崎屋 桑名市大字矢田 98 番地の 36 三崎武裕 

有限会社早川 四日市市久保田 1 丁目 3 番 25 号 早川誠 

株式会社スイートガーデン 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町 566 番地 1 小池和則 

株式会社花仁 四日市市山崎町 1128 番地 32 谷崎恵美子 

株式会社ペグセゾンド 愛知県名古屋市中村区井深町 10 番 28 号 香取秀宣 
 

3  変更年月日 

(1)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

平成 18 年 2 月 21 日 

(2)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名   

平成 20 年 8 月 20 日 

4  変更する理由 

設置者の代表者変更及び小売業者の変更のため 

5  届出の日 

平成 20 年 8 月 20 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 20 年 8 月 29 日から平成 21 年 1 月 5 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 535 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 5 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 2 項の

規定により意見を有する者から提出された意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）スポーツデポ・ゴルフ 5 名張店 

名張市瀬古口字西 125 番 1 他 

2  意見を有する者から述べられた意見 

(1) 駐車需要の充足等交通に係る事項 

国道 165 号は名張市の主要道路であり、来店時、夏見方面からの車は、瀬古口交差点を右折してから東側

出入口より進入できる状態であるにもかかわらず、交差点を直進し南側出入口に右折進入経路とすることは、

渋滞や事故を増加させると考えられる。また、退店時も、東側出入口より退店できるにもかかわらず、南側

から国道 165 号へ直接退店経路とすることは、国道の車の流れを止めることとなり、渋滞や事故を増加させ

ると考えられることから、南側出入口の設置をなくしていただきたい。 

名張川沿いの名張曽爾線は、歩道がない中で周辺住民の自転車及び歩行者が通行されているが、今回の計

画では自動車の来店及び退店経路に名張曽爾線も指定しているため、安売り等繁忙日による混雑が予想され

る場合には、国道 165 号側だけでなく、名張曽爾線側にもガードマンを配置し、安全に配慮していただきた

い。 

(2) 騒音の発生に係る事項 

駐車場からの騒音及び排気ガスを低減させるため、アイドリングストップについては効果があるよう十分

配慮すること。 

(3) 廃棄物に係る事項 
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廃棄物は可能な限り減量及び資源化すること。また、敷地内へ不法投棄されないよう十分管理すること。 

(4) その他の事項 

名張市の主要道路である国道 165 号に面し、店舗はもちろん広大な駐車場を有しており、青少年の非行の

発生しやすい場所でもあるので、経営者側の万全の保安体制をお願いしたい。 

3  意見の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 20 年 8 月 29 日から同年 9 月 29 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 536 号 

計量法（平成 4 年法律第 51 号）第 19 条第 1 項の規定により、松阪市及び大台町において次のとおり特定計量

器（質量計）の定期検査を実施します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
 

実  施  の  期  日 実  施  の  場  所 

午前 10 時 30 分から 
平成 20 年 10 月 1 日 

午後 3 時まで 
大台町役場本庁 

午前 10 時 30 分から
平成 20 年 10 月 2 日 

午後 3 時まで 
グリーンプラザおおだい 

午前 10 時 30 分から
平成 20 年 10 月 3 日 

午前 11 時 30 分まで
大台町健康ふれあい会館 

午後 1 時から 
平成 20 年 10 月 3 日 

 
大台町電気式はかり所在場所 

午前 11 時 30 分から
平成 20 年 10 月 6 日 

正午まで 
大杉谷地域総合センター 

午後 1 時から  
平成 20 年 10 月 6 日 

 
大台町電気式はかり所在場所 

午前 10 時 30 分から
平成 20 年 10 月 7 日 

正午まで 
宮川林業総合センター 

午後 1 時から 
平成 20 年 10 月 7 日 

 
大台町電気式はかり所在場所 

午前 10 時から 
平成 20 年 10 月 9 日 

午後 3 時まで 
松阪市役所 

午前 10 時から 
平成 20 年 10 月 10 日 

午後 3 時まで 
松阪市役所 

 
平成 20 年 10 月 14 日 

 
松阪市電気式はかり所在場所 

 
平成 20 年 10 月 15 日 

 
松阪市電気式はかり所在場所 

午前 9 時から 
平成 20 年 10 月 16 日 

正午まで 
中央卸売市場（管理事務所） 

午後 1 時 30 分から
平成 20 年 10 月 16 日 

午後 2 時 30 分まで
一志東部農協旧米ノ庄支店 

午前 9 時 30 分から 
平成 20 年 10 月 17 日 

午前 11 時まで 
松阪市三雲地域振興局 

午後 1 時 30 分から 
平成 20 年 10 月 17 日 

午後 2 時 30 分まで
松浦武四郎記念館 

午前 10 時から
平成 20 年 10 月 20 日 

午前 11 時 30 分まで
一志東部農協共済部 
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午後 1 時から 
平成 20 年 10 月 20 日 

午後 3 時まで 
松阪市嬉野地域振興局 

午前 10 時から 
平成 20 年 10 月 21 日 

午前 11 時 30 分まで
中郷公民館 

午後 1 時から 
平成 20 年 10 月 21 日 

午後 2 時まで 
宇気郷公民館 

午前 10 時から 
平成 20 年 10 月 22 日 

午前 11 時 30 分まで
一志東部農協嬉野営農センター 

午後 1 時から 
平成 20 年 10 月 22 日 

午後 3 時まで 
一志東部農協中川支店 

 
平成 20 年 10 月 23 日 

 
松阪市電気式はかり所在場所 

 
平成 20 年 10 月 24 日 

 
松阪市電気式はかり所在場所 

午前 10 時 30 分から
平成 20 年 10 月 27 日 

午後 3 時まで 
松阪市飯高地域振興局 

午前 9 時 30 分から
平成 20 年 10 月 28 日 

正午まで 
松阪市飯高総合開発センター 

午後 1 時から 
平成 20 年 10 月 28 日 

午後 2 時まで 
松阪市飯高保健センター 

午後 2 時 30 分から
平成 20 年 10 月 28 日 

午後 3 時まで 
松阪市飯高林業総合センター 

午前 10 時 30 分から
平成 20 年 10 月 29 日 

午後 3 時まで 
飯南産業文化センター 

午前 10 時 30 分から
平成 20 年 10 月 30 日 

午後 3 時まで 
飯南コミュニティセンター 

 

 

三重県告示第 537 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部維持管理室に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

第1 

1 道路の種類 国道 

2 路 線 名 421号                  

3 道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 8.00～41.00 3,662.10桑名市大字上野字庄右エ門新田 956 番 7 地先から 

桑名市大字星川字宇賀 957 番 4 地先まで 新  22.00～205.00 3,973.30
 

第2 

1   道路の種類 県道 

2  路 線 名 星川西別所線                  

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 22.00～117.00 2,782.90桑名市大字星川字宇賀 957 番 4 地先から 

桑名市大字西別所字新山畑 1985 番 2 地先まで 新  8.00～96.50 4,725.80
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の届出がありました。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

 上条土地改良区（四日市市西村町 5142 番地） 

 退任理事 

 四日市市西村町 3783-1 伊 藤 清 隆 

  〃   〃 3564 増 田 倉 一 

  〃   〃 3258-2 市 川 安 之 

  〃   〃 3898-2 市 川 広 隆 

  〃   〃 3789 伊 藤   渉 

  〃   〃 3558-1 柴 田 明 郎 

 退任監事 

 四日市市西村町 3571 伊 藤 輝 夫 

  〃   〃 3790 増 田 九 郎 

 就任理事 

 四日市市西村町 3783-1 伊 藤 清 隆 

  〃   〃 3564 増 田 倉 一 

  〃   〃 3258-2 市 川 安 之 

  〃   〃 3898-2 市 川 広 隆 

  〃   〃 3789 伊 藤   悟 

  〃   〃 3558-1 柴 田 明 郎 

 就任監事 

 四日市市西村町 3571 伊 藤 輝 夫 

  〃   〃 3860 伊 藤 照 道 

 

  測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県企業庁長から通知がありました。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1   作業種類 

    公共測量（固定資産現況調査） 

2   作業期間 

    平成 20 年 8 月 25 日から平成 21 年 3 月 31 日まで 

3   作業地域 

    多気郡大台町東部地域 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次 

のとおり完了しました。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

平成 20 年 

8 月 1 日 

伊賀市西湯舟字大門 3549 ほか 14 筆 

第 2 期 

伊賀市西湯舟字大門 3609 

農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりフ

ァーム 

代表理事 木 村  修 

伊賀市西湯舟字大門 3609 

有限会社農業法人モクモク 

代表取締役 木 村  修 

平成 20 年 

8 月 1 日 
松阪市曽原町字南二ノ割 2506 

松阪市井村町 277－1 

西 出  清 
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三重県病院事業庁長  田  中  正  道 

1  入札に付する事項 

(1)  購入物品及び数量 

三重県立こころの医療センターで使用する電気（予定使用量）2,291,000ｋＷｈ 

(2)  購入物品の特質等 

購入物品の性能等に関し、三重県病院事業庁長が入札説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが

必要です。 

(3)  供給期間 

平成 21 年 1 月 1 日（木）午前 0 時から同年 12 月 31 日（木）午後 12 時まで 

(4)  供給場所 

三重県津市城山 1 丁目 12 番 1 号 

三重県立こころの医療センター 

(5)  業種及び用途 

病院 

(6)  供給計画等 

入札説明書（仕様書）に示すとおりです。 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2)  落札資格 

ア  三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

エ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 3 条第 1 項により経済産業大臣の許可を受けている一般電気事

業者又は同法第 16 条の 2 第 1 項により経済産業大臣に届出を行っている特定規模電気事業者であること。 

オ 特定規模電気事業者にあっては、電気の供給実績があること。 

カ 当該一般電気事業者及び特定規模電気事業者の発電に際しての平成 18 年度の二酸化炭素排出係数（全電

源平均値）が 0.555ｋｇＣＯ₂／ｋＷｈを下回ること。 

3  入札者に求められる義務 

入札に参加を希望する者は、(1)及び(2)に掲げる証明書等を平成 20 年 9 月 26 日（金）午後 5 時までに 4 の

(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者にあっては、

入札実施後に(3)から(7)までの書類を提出してください。 

なお、提出した証明書等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1) 三重県病院事業庁物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 3 条第１項に定める申請書 

(2) 次に掲げるいずれかの書類 

ア  法人にあっては、法務局発行の「登記簿謄本」、｢現在事項証明書｣、「履歴事項証明書」又は｢代表者事項

証明書｣の写し 

イ 個人にあっては、申請者の本籍地市区町村長発行の「身分証明書」及び東京法務局発行の｢登記されてい

ないことの証明書｣の写し 

(3) 消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し 

(4) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し 

(5) 一般事業者の許可を受けていることを証明する書類の写し又は特定規模電気事業者の届け出を行っている

ことを証明する書類の写し 

(6) 特定規模電気事業者にあっては、電気の供給実績を証明する書類 

(7) 当該一般電気事業者及び特定規模電気事業者の発電に際しての平成 18 年度の二酸化炭素排出係数（全電源

平均値）が 0.555ｋｇＣＯ₂／ｋＷｈを下回ることを証明する書類 

4  入札手続等に関する事項 
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(1)  担当部局 

〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地   

三重県病院事業庁県立病院経営室戦略経営グループ 担当 野呂 

電話 059-224-2350 ファクシミリ 059-224-2349 

(2)  契約条項を示す場所 

(1)に同じです。 

(3)  入札説明書（仕様書）の配布方法 

(1)の場所で、平成 20 年 8 月 29 日（金）から同年 9 月 26 日（金）まで（三重県の休日を定める条例（平

成元年三重県条例第 2 号）第 1 条に規定する休日を除きます。）の午前 8 時 30 分から午後 5 時まで配布しま

す。 

(4)  入札参加資格確認結果の通知 

平成 20 年 10 月 3 日（金）までに通知します。 

(5)  入札書提出の日時及び場所 

日時 平成 20 年 10 月 10 日（金）午後 2 時 10 分 

場所 三重県津市栄町 1 丁目 954 番地 三重県栄町庁舎 6 階 三重県病院事業庁会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 20 年 10 月 9 日（木）午後 5 時までに、(1)の場所へ書留郵便で

必着としてください。 

(6)  開札の日時及び場所 

日時 入札書の提出後、直ちに行います。 

場所 (5)に同じです。 

(7)  入札方法等に関する事項 

ア 入札は、本人又はその代理人が行ってください。ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任状

を提出してください。 

イ 入札書の記載 

入札書の記載に当たっては、消費税及び地方消費税を含めた金額（当該金額に 1 円未満の端数があると 

きは、その端数金額を切り捨てた金額）を記載するものとします。 

ウ 入札保証金 

入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県病院事業庁会計規程（平成 19

年三重県病院事業庁管理規程第 2 号。以下「規程」といいます。）第 127 条第 2 項各号のいずれかに該当す

る場合は、免除します。 

エ 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加

資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契

約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

また、規程第 135 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規程

第 135 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、

契約保証金を免除しません。 

オ 落札者の決定方法 

落札者は、本公告に示した物品を納入できると三重県病院事業庁長が判断した入札者であって、規程第

125 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とし

ます。 

カ 入札の無効 

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規程第 131 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

5  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 
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日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

要 

(3)  入札の中止 

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を中止します。 

(4)  詳細は、入札説明書（仕様書）によります。 

6  Summary 

(1)  Nature and Quantity of the Products to be Purchased： 

Electricity (approx.2,291,000kWh) to be used in the main buildings of the Mie Prefectural Mental 

Medical Centerthe 

(2)  Supply period: 

From 0:00 A.M. on Thursday,January,1,2009 through 12:00 P.M. on Thursday,December,31,2009 

(3)  Supply place: 

Main buildings of the Mie Prefectural General Medical Center 

(4)  Date and Time for the Open Bidding： 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 2:10 P.M. on Friday,October,10,2008. 

Bids submitted by registered mail must be received by 5:00 P.M. on Thursday,October,9,2008.  

(5)  Managing Authority： 

Prefecutural Hospital Management Division,Mie Prefectural Hospital Agency 

13 Komei-cho,Tsu city,Mie,514-8570,Japan 

TEL:059-224-2350 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、三重県病院事業庁の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規程（平成 11 年三重県病院事業庁管理規程第 15 号）第 5 条の規定により公告します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 

三重県病院事業庁長  田  中  正  道 

1  入札に付する事項 

(1)  購入物品及び数量 

三重県立総合医療センターで使用する電気（予定使用量）7,772,000ｋＷｈ 

(2)  購入物品の特質等 

購入物品の性能等に関し、三重県病院事業庁長が入札説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが

必要です。 

(3)  供給期間 

平成 21 年 1 月 1 日（木）午前 0 時から同年 12 月 31 日（木）午後 12 時まで 

(4)  供給場所 

三重県四日市市日永 5450-132 

三重県立総合医療センター 

(5)  業種及び用途 

病院 

(6)  供給計画等 

入札説明書（仕様書）に示すとおりです。 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2)  落札資格 

ア  三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

エ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 3 条第 1 項により経済産業大臣の許可を受けている一般電気事
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業者又は同法第 16 条の 2 第 1 項により経済産業大臣に届出を行っている特定規模電気事業者であること。 

オ 特定規模電気事業者にあっては、電気の供給実績があること。 

カ 当該一般電気事業者及び特定規模電気事業者の発電に際しての平成 18 年度の二酸化炭素排出係数（全電

源平均値）が 0.555ｋｇＣＯ₂／ｋＷｈを下回ること。 

3  入札者に求められる義務 

入札に参加を希望する者は、(1)及び(2)に掲げる証明書等を平成 20 年 9 月 26 日（金）午後 5 時までに 4 の

(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者にあっては、

入札実施後に(3)から(7)までの書類を提出してください。 

なお、提出した証明書等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1)  三重県病院事業庁物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 3 条第１項に定める申請書 

(2)  次に掲げるいずれかの書類 

ア  法人にあっては、法務局発行の「登記簿謄本」、｢現在事項証明書｣、「履歴事項証明書」又は｢代表者事項

証明書｣の写し 

イ 個人にあっては、申請者の本籍地市区町村長発行の「身分証明書」及び東京法務局発行の｢登記されてい

ないことの証明書｣の写し 

(3)  消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し 

(4)  三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し 

(5)  一般事業者の許可を受けていることを証明する書類の写し又は特定規模電気事業者の届け出を行っている

ことを証明する書類の写し 

(6)  特定規模電気事業者にあっては、電気の供給実績を証明する書類 

(7)  当該一般電気事業者及び特定規模電気事業者の発電に際しての平成 18 年度の二酸化炭素排出係数（全電源

平均値）が 0.555ｋｇＣＯ₂／ｋＷｈを下回ることを証明する書類 

4  入札手続等に関する事項 

(1)  担当部局 

〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

三重県病院事業庁県立病院経営室戦略経営グループ 担当 野呂 

電話 059-224-2350 ファクシミリ 059-224-2349 

(2)  契約条項を示す場所 

(1)に同じです。 

(3)  入札説明書（仕様書）の配布方法 

(1)の場所で、平成 20 年 8 月 29 日（金）から同年 9 月 26 日（金）まで（三重県の休日を定める条例（平

成元年三重県条例第 2 号）第 1 条に規定する休日を除きます。）の午前 8 時 30 分から午後 5 時まで配布しま

す。 

(4)  入札参加資格確認結果の通知 

平成 20 年 10 月 3 日（金）までに通知します。 

(5)  入札書提出の日時及び場所 

日時 平成 20 年 10 月 10 日（金）午後 2 時 

場所 三重県津市栄町 1 丁目 954 番地 三重県栄町庁舎 6 階 三重県病院事業庁会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 20 年 10 月 9 日（木）午後 5 時までに、(1)の場所へ書留郵便で

必着としてください。 

(6)  開札の日時及び場所 

日時 入札書の提出後、直ちに行います。 

場所 (5)に同じです。 

(7)  入札方法等に関する事項 

ア 入札は、本人又はその代理人が行ってください。ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任状

を提出してください。 

イ 入札書の記載 

入札書の記載に当たっては、消費税及び地方消費税を含めた金額（当該金額に 1 円未満の端数があると 
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きは、その端数金額を切り捨てた金額）を記載するものとします。 

ウ 入札保証金 

入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県病院事業庁会計規程（平成 19

年三重県病院事業庁管理規程第 2 号。以下「規程」といいます。）第 127 条第 2 項各号のいずれかに該当す

る場合は、免除します。 

エ 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加

資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契

約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

また、規程第 135 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規程

第 135 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、

契約保証金を免除しません。 

オ 落札者の決定方法 

落札者は、本公告に示した物品を納入できると三重県病院事業庁長が判断した入札者であって、規程第

125 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とし

ます。 

カ 入札の無効 

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規程第 131 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

5  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

要 

(3)  入札の中止 

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を中止します。 

(4)  詳細は、入札説明書（仕様書）によります。 

6  Summary 

(1)  Nature and Quantity of the Products to be Purchased： 

Electricity (approx.7,772,000kWh) to be used in the main buildings of the Mie Prefectural General 

Medical Center 

(2)  Supply period: 

From 0:00 A.M. on Thursday,January,1,2009 through 12:00 P.M. on Thursday,December,31,2009 

(3)  Supply place: 

Main buildings of the Mie Prefectural General Medical Center 

(4)  Date and Time for the Open Bidding： 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 2:00 P.M. on Friday,October,10,2008. 

Bids submitted by registered mail must be received by 5:00 P.M. on Thursday,October,9,2008.  

(5)  Managing Authority： 

Prefecutural Hospital Management Division,Mie Prefectural Hospital Agency 

13 Komei-cho,Tsu city,Mie,514-8570,Japan 

TEL:059-224-2350 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので、三重県病院事業庁の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規程（平成 11 年三重県病院事業庁管理規程第 15 号）第 5 条の規定により公告します。 

  平成 20 年 8 月 29 日 
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三重県病院事業庁長  田  中  正  道 

1  入札に付する事項 

(1)  購入物品及び数量 

三重県立志摩病院で使用する電気（予定使用量）4,372,000ｋＷｈ 

(2)  購入物品の特質等 

購入物品の性能等に関し、三重県病院事業庁長が入札説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが

必要です。 

(3)  供給期間 

平成 21 年 1 月 1 日（木）午前 0 時から同年 12 月 31 日（木）午後 12 時まで 

(4)  供給場所 

三重県志摩市阿児町鵜方 1257 

三重県立志摩病院 

(5)  業種及び用途 

病院 

(6)  供給計画等 

入札説明書（仕様書）に示すとおりです。 

2  入札参加者及び落札者に必要な資格 

(1)  競争入札参加資格 

当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2)  落札資格 

ア  三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。 

イ  三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定

める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

ウ  三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

エ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 3 条第 1 項により経済産業大臣の許可を受けている一般電気事

業者又は同法第 16 条の 2 第 1 項により経済産業大臣に届出を行っている特定規模電気事業者であること。 

オ 特定規模電気事業者にあっては、電気の供給実績があること。 

カ 当該一般電気事業者及び特定規模電気事業者の発電に際しての平成 18 年度の二酸化炭素排出係数（全電

源平均値）が 0.555ｋｇＣＯ₂／ｋＷｈを下回ること。 

3  入札者に求められる義務 

入札に参加を希望する者は、(1)及び(2)に掲げる証明書等を平成 20 年 9 月 26 日（金）午後 5 時までに 4 の

(1)の場所に提出し、入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません。また、落札候補者にあっては、

入札実施後に(3)から(7)までの書類を提出してください。 

なお、提出した証明書等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 

(1)  三重県病院事業庁物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第 3 条第１項に定める申請書 

(2)  次に掲げるいずれかの書類 

ア  法人にあっては、法務局発行の「登記簿謄本」、｢現在事項証明書｣、「履歴事項証明書」又は｢代表者事項

証明書｣の写し 

イ 個人にあっては、申請者の本籍地市区町村長発行の「身分証明書」及び東京法務局発行の｢登記されてい

ないことの証明書｣の写し 

(3)  消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その 3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し 

(4)  三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去 6

月以内に発行したものです。）の写し 

(5)  一般事業者の許可を受けていることを証明する書類の写し又は特定規模電気事業者の届け出を行っている

ことを証明する書類の写し 

(6)  特定規模電気事業者にあっては、電気の供給実績を証明する書類 

(7)  当該一般電気事業者及び特定規模電気事業者の発電に際しての平成 18 年度の二酸化炭素排出係数（全電源

平均値）が 0.555ｋｇＣＯ₂／ｋＷｈを下回ることを証明する書類 

4  入札手続等に関する事項 
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(1)  担当部局 

〒514-8570 三重県津市広明町 13 番地 

三重県病院事業庁県立病院経営室戦略経営グループ 担当 野呂 

電話 059-224-2350 ファクシミリ 059-224-2349 

(2)  契約条項を示す場所 

(1)に同じです。 

(3)  入札説明書（仕様書）の配布方法 

(1)の場所で、平成 20 年 8 月 29 日（金）から同年 9 月 26 日（金）まで（三重県の休日を定める条例（平

成元年三重県条例第 2 号）第 1 条に規定する休日を除きます。）の午前 8 時 30 分から午後 5 時まで配布しま

す。 

(4)  入札参加資格確認結果の通知 

平成 20 年 10 月 3 日（金）までに通知します。 

(5)  入札書提出の日時及び場所 

日時 平成 20 年 10 月 10 日（金）午後 2 時 30 分 

場所 三重県津市栄町 1 丁目 954 番地 三重県栄町庁舎 6 階 三重県病院事業庁会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 20 年 10 月 9 日（木）午後 5 時までに、(1)の場所へ書留郵便で

必着としてください。 

(6)  開札の日時及び場所 

日時 入札書の提出後、直ちに行います。 

場所 (5)に同じです。 

(7)  入札方法等に関する事項 

ア 入札は、本人又はその代理人が行ってください。ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任状

を提出してください。 

イ 入札書の記載 

入札書の記載に当たっては、消費税及び地方消費税を含めた金額（当該金額に 1 円未満の端数があると 

きは、その端数金額を切り捨てた金額）を記載するものとします。 

ウ 入札保証金 

入札保証金は、入札価格の 100 分の 5 以上の額とします。ただし、三重県病院事業庁会計規程（平成 19

年三重県病院事業庁管理規程第 2 号。以下「規程」といいます。）第 127 条第 2 項各号のいずれかに該当す

る場合は、免除します。 

エ 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てを

されている者（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加

資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第 199 条第 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174

条第 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契

約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とします。 

また、規程第 135 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規程

第 135 条第 4 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、

契約保証金を免除しません。 

オ 落札者の決定方法 

落札者は、本公告に示した物品を納入できると三重県病院事業庁長が判断した入札者であって、規程第

125 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とし

ます。 

カ 入札の無効 

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者並びに規程第 131 条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とします。 

5  その他 

(1)  入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 
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日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2)  契約書作成の要否 

要 

(3)  入札の中止 

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を中止します。 

(4)  詳細は、入札説明書（仕様書）によります。 

6  Summary 

(1)  Nature and Quantity of the Products to be Purchased： 

Electricity (approx.4,372,000kWh) to be used in the main buildings of the Mie Prefectural Shima 

Hospital 

(2)  Supply period: 

From 0:00 A.M. on Thursday,January,1,2009 through 12:00 P.M. on Thursday,December,31,2009 

(3)  Supply place: 

Main buildings of the Mie Prefectural General Medical Center 

(4)  Date and Time for the Open Bidding： 

The meeting for the open bidding will begin promptly at 2:30 P.M. on Friday,October,10,2008. 

Bids submitted by registered mail must be received by 5:00 P.M. on Thursday,October,9,2008.  

(5)  Managing Authority： 

Prefecutural Hospital Management Division,Mie Prefectural Hospital Agency 

13 Komei-cho,Tsu city,Mie,514-8570,Japan 

TEL:059-224-2350 
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